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株券電子化に伴う担保設定に関する想定事務フロー（第１版） 

 
・ Ａ 

－担保権設定者 

・ Ｂ 

－担保権者（銀行） 

・ 甲 

－設定者側の口座

管理機関（Ａの取引

証券会社など） 

・ 乙 
－担保権者（銀行）

側の口座管理機関

（Ｂの直近上位機

関） 

 

※ 担保権者、担保設定

者とも口座管理機関に口

座を開設して制度に参加

する場合を想定（この事務

フローは、すべての想定さ

れる株式担保設定方法に

ついて例示するものでは

なく、担保権者である銀行

の新制度への参加形態に

は、振替機関に口座を開設

する口座管理機関となる

場合も考え得る）。 

証券保管振替機構

口座管理機関　　甲 口座管理機関　　乙

保有口保有口（甲６０１）

α社株　１００株
　　　　　　　⇒５０株

Ａの口座
質権口（乙６０５）

Ｂ銀行の口座

　　α社株　０株
　　　　　　⇒　５０株

＋50

乙　

-50

甲　

質権者　Ｂ銀行

質権設定者
Ａ

本部

営業店

【項番１】質権設定の合意
【項番１】加入者口座コードの伝達

【項番２】
連絡

データセンター

【項番２】連絡
【項番３】振替申請

【項番４】振替先口座の照会
【項番４】連絡（事前予告）

【項番５】振替請求

【項番６】
振替済通知

【項番７】連絡

【項番７】融資実行

【項番７】
連絡

① 銘柄：α社株式
② 振替数：50株
③ 振替元加入者口座コード：
　　甲601　氏名　Ａ
④ 振替先加入者口座コード：
　　乙605　氏名　Ｂ
⑤ 振替日：2010年12月24日
⑥ 質権設定の旨

メッセージ欄に振替日、
振替元口座等の予告
内容記載

メッセージ

【項番２】振替
の待ち受け

【項番４】回答
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 項   目 基   本   事   項 留   意   事   項 

○ 担保権設定者ＡとＢ銀行（担保権者）との間で担保権設定の

合意をする。具体的にはＡはＢ宛に有価証券担保差入証を差

入れる。 

 

・ 担保は質権と譲渡担保があり得るが、ここでは便宜上質権

とする。 

・ 担保差入証の記載事項については、現行実務と新制度の振

替手続、振替依頼書上の記載事項などを踏まえて、実務面、

法務面から検討予定。 

○ 振替指定日（例えば 2010 年 12 月 24 日）も決める。 

 

・ 担保差入証の日付を合意日とするか、振替日とするかにつ

いて、振替依頼書の日付も含め、差入証の記載事項として

検討（振替指定日を確定日に限るか、「成り行き」（○日以

降など）を認めるかも要検討事項）。 

・ 振替指定日の○営業日前迄にＡが振替申請を行う等のルー

ルについては要検討事項。 

・ 担保権者（銀行）は、事前に「振替指定日≠振替制限日」

であることをチェックする必要がある。 

○ 有価証券担保差入証には、現在の実務と同様に担保株式の銘

柄と数量が記載される（例えばα社株 50 株）。 

 

１ 担保権設定

の合意 

○ 担保権設定者Ａは、Ｂ銀行に対して、口座管理機関甲（例え

ば、Ａの取引証券会社など）に開設している口座の加入者口

座コード（甲 601）を伝える。 

○ Ｂ銀行は、担保権設定者Ａに対し、口座管理機関甲において

Ａが振替申請する際に提示する書面を交付する。この書面に

は、Ｂ銀行が口座管理機関乙に開設した口座の加入者口座コ

ード（乙 605）の記載を含む。 

・ Ａの加入者口座コードの担保権者Ｂへの通知方法として

は、有価証券担保差入証に加入者口座コード欄を設けて記

入してもらうということも考えられる。 

・ 当該書面の記載内容、体裁などは、証券会社の実務や振替

依頼書のフォームを踏まえ、検討予定（例えば、債務者や

融資案件との紐付けのための銀行固有のコードなどを記載

する必要が考えられる。この点は、後記【項番４】の事前

照会のメッセージ欄の内容を踏まえて検討）。 
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 項   目 基   本   事   項 留   意   事   項 

２ Ｂ銀行から

乙への連絡

（Ｂ銀行内

の処理） 

○ Ｂ銀行は、口座管理機関乙に対して、上記【項番１】におい

て担保権設定者Ａとの合意に際し受けた事項を連絡する。 

○ 連絡事項は 

¾ 振替指定日（上記【項番１】の例示では 2010 年 12 月 24

日） 

¾ 銘柄・株式数（上記【項番１】の例示では、α社株 50

株） 

¾ Ａの加入者口座コード（甲 601） 

となる。 

・ 担保設定手続においては、上記【項番１】の担保権設定者

Ａの対応は営業店単位で行う一方で、株式の振替にかかる

オペレーションなどは本店で行うことが考えられる。この

場合、担保権設定者Ａとの合意にかかる情報を営業店と本

店の間でどのように伝達するかは、個別銀行の事務による

ものの、伝達情報については左記の口座管理機関乙へ伝達

する情報は必須になるので、留意。 

・ 債務者と担保提供者が異なることもある点に注意。 

・ 口座管理機関乙は、Ｂ銀行からの情報伝達により、口座管

理機関甲からの振替の「待ち受け」が可能となる。この連

絡事項には、紐付けのための固有コード等（上記【項番１】

留意事項参照）も考えられる。 

・ 乙は、Ｂ銀行から連絡を受けた事項について、後記【項番

３】の甲によるデータセンター機能を利用した振替先口座

の照会手続によって予め確認が可能となる（「裏を取る」こ

とができる。実質的な照合作業）。 

３ Ａから甲へ

の振替申請 

○ Ａは上記【項番１】で合意した内容に基づき、甲に振替申請

を依頼する。 

○ 上記【項番１】の例示では、振替日：2010 年 12 月 24 日、α

社株 50 株、 Ａの加入者口座コード（甲 601）、Ｂ銀行の加入

者口座コード（乙 605）、および質権設定の旨伝えることとな

る。 

○ この際、Ａは甲に対し、上記【項番１】のＢ銀行がＡに交付

した書面（Ｂ銀行の加入者口座コード等記載）を提示。 

・ 担保設定完了までの通常所要（必要）日数の明示について

は、現状の振替の実務よりも極力短縮される方向で検討（現

状４営業日程度）。 

・ Ｂ銀行がＡに交付した書面を、甲に対して提示する取扱い

については、情報伝達に漏れがないよう、証券会社等口座

管理機関における一般的な振替の事務フローを踏まえ、な

お検討。 
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 項   目 基   本   事   項 留   意   事   項 

４ 甲による事

前照会手続 

 

○ 甲は証券保管振替機構に振替先口座（乙におけるＢ銀行の口

座）の有無の照会を行う。 

○ 証券保管振替機構は、甲からの照会を受けたときは、乙に照

会内容を通知する。 

○ この通知に付随するメッセージが振替の事前予告となる。 

 

 

・ 左記の事前の照会通知により、乙（および乙を通じてＢ銀

行）は、Ａから甲に対し、上記【項番１】の合意にもとづ

く振替申請が行われていること、担保設定のための振替請

求が行われることが分かるとともに、振替内容の確認、Ｂ

銀行内での融資実行の準備等の対応が可能となる。 

・ 仮に、左記照会通知が来ないことにより、Ａによる振替申

請が遅れていることが判明した場合などにおいては、「Ａに

振替申請の実行を促す」とする取扱いにより、手続を進め

ることが可能となる（【項番１】の留意事項のように「振替

指定日の○営業日までにＡが振替申請を行う」旨差入証上

で合意しておくのも一つの考え方）。 

・ Ａからの振替申請があった場合に、甲からの本照会につい

ては、原則として遅滞なく行うことで検討（遅くとも、後

記【項番５】の振替日の前営業日に行われる必要がある）。 

・ 乙に対する照会内容の通知について、メッセージ欄をどの

ように使うかについては、要検討。 

５ 甲による振

替請求 

○ 甲は振替機関宛に振替請求を行う。 ・ 原則としては、融資実行日の前営業日までに振替を完了さ

せる方向で検討。 

・ 融資実行日当日の振替請求を希望する場合の振替申請のカ

ットオフタイムの設定については、証券会社等口座管理機

関における一般的な振替の事務フローを踏まえ、なお検討。 
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 項   目 基   本   事   項 留   意   事   項 

６ 乙による振

替確認 

○ 乙では振替通知によって、当該振替が完了したことを確認し、

Ｂ銀行の質権口に記録する。 

○ その際、当該振替通知の銘柄、株数、Ｂ銀行の加入者口座コ

ード（乙 605）、Ａの加入者口座コード（甲 601）などにより、

振替先口座の確認を行うとともに、上記【項番２】において

Ｂ銀行より連絡された取引内容との一致の有無を確認する。 

・ 担保権設定の効力は、当該記録（口座管理機関乙に設置さ

れた振替口座簿上でのＢの質権口へ残高の記録）により生

ずる。 

・ 設定者の加入者口座コードも引き続き記録（保有）してお

く必要はあると思われる。 

・ 乙は同時にデータセンターにアクセスして、設定者Ａの加

入者口座コード番号（甲 601）からＡの住所・氏名情報を入

手することが可能。 

７ 乙からＢ銀

行への連絡 

○ 乙は当該振替完了の旨をＢ銀行に連絡する。 

 

・ Ｂ銀行は、Ａの加入者口座コード等によって、債務者・融

資案件との紐付きを確認することとなる。 

 


